
占岡議員に対す る間責決議

本町議会では、令和元年第 10回 9月 定例会 |こ おいて、地方向治法第 112条 及び安平

町議会会議規則第 13条 第 2項の規定に基づく事務検査に関する決議を議決 し、町有

地に堆積された汚泥発酵肥料の成分分析調査を行 うこと及びその検査の権限を経済

常任委員会に付託することを提案者である吉岡議員の提案 |こ 来づき議決 した。

その後、 10月 に経済常任委員会を開催 し、調査の内容を決定 し、議長名で町に対

し分析結果を令和九年12月 611ま で |こ 提出するよう求めたとこ/)である。

しか しながら、提案者である吉岡議員のホーームヘージでは、「検査結果が届いてい

るのに臨時会で公表 しない」、「結果を 2週間も塩漬けに している」、「隠蔽ではない

か 」 済常任委員会及び議会を提案者 自らがヽ

侮辱 ているじそ 笠並±2[墜と生盤≧製し ており塁全二)li皿」望わ登』1菫

であるじそ し 異なる基 多
C を り、 さら思 恨拠 も示 さ ^
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る内容は、議員ず企業名 を挙 | 公開するなど、風評被害の危険性、心配を植え付け

としてのモ ラルが久落 してお り、その行為lt議会2信頼 を損ね議会の秩序を乱す行

為であ り決 して看過できるものではない。

よって、本町議会は、吉岡議員の責任をここに問い猛省を求める,

以 ll決議する。
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